
　　の初心運転者）が同歩行者を礫過した多重事故。

備　　考

　　　普通免許　　令和５年１２月取得

　　である第四当事者（普通自動車免許取得後約２ケ月

備　　考

　　　信号機により交通整理の行われている交差点に

　　おいて、第二通行帯を第一当事者が北から南に直進

　　した際に同交差点を横断中の歩行者（第二当事者）

　　と衝突し、さらに第一当事者の後方、第一通行帯を

　　走行していた第三当事者及び第三当事者の後続車
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概　　況

　　　普通自動車免許取得後約８ケ月の第一当事者が

　　普通乗用自動車を運転中、信号機により交通整理

　　の行われている交差点を南から北に直進した際に

　　同交差点を横断中の歩行者（第二当事者）と衝突し、

　　さらに第一当事者の後続車が同歩行者と衝突した

　　多重事故。

概　　況

　　　最新の初心運転者（免許取得後1年以内の者）が、第一当事者となった死亡事故が発生しています。

　　皆様の運転の参考にしてください。

0.49% 9.42%

＜大阪の初心運転者死亡事故情報　令和６年分＞

本　　校

大阪府下

＜卒業生の運転実態＞

　　　２０２3年中、当校卒業生の事故率・違反率は府下における他の自動車教習所等に比べ低い結果になって

　　います。

　　☆　府下における他の自動車教習所等との卒業生運転実態比較表　☆

事故率 違反率

卒業生全体（四輪・二輪）

0.26% 8.03%

＜大阪府下の交通事故発生状況＞

　　　２０２３年中の府下の交通事故発生件数は、２０２２年中と比べ増加しており、交通事故死者数は１４８名で

　　全国ワーストワンであり、大変厳しい状況にあります。


